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三宅町町営住宅条例の一部を改正する条例の制定について

三宅町町営住宅条例（平成９年三宅町条例第１５号）の一部を改正

する条例を別紙のように制定するものとする。
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三宅町町営住宅条例の一部を改正する条例

三宅町町営住宅条例（平成９年三宅町条例第１５号）の一部を次の

ように改正する。

第６条第２項第３号を次のように改める。

（３） 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第６条第１項に規

定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに

永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関

する法律（平成６年法律第３０号）第１４条第１項に規定する

支援給付（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後

の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律（平成１９年

年法律第１２７号）附則第４条第１項及び中国残留邦人等の円

滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一

部を改正する法律（平成２５年法律第１０６号）による改正前

の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の

支援に関する法律第１４条第１項に規定する支援給付を含む。）

を受けている者

第１１条第１項第１号中「入居決定者と同程度以上の収入を有する

者で、町長が適当と認める保証人の連署する請書を提出すること。」

の次に「この場合において、保証人は、規則で定める極度額を限度と

して、保証債務の履行をする責任を負う。」 を加える。

第４２条第３項中「年５分の割合」を「法定利率」に改める。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、令和２年４月１日から施行する。

（経過措置）

２ 改正後の三宅町町営住宅条例の規定は、この条例の施行の日以後

に提出する請書に係る保証人について適用し、同日前に提出した請

書に係る保証人については、なお、従前の例による。



 （３）　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第６条第１  （３）　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第６条第１

　　　 項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国     　 項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国

       の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶        の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律（平成

 （１）　入居決定者と同程度以上の収入を有する者で、町長が   　 （１）　入居決定者と同程度以上の収入を有する者で、町長が

三宅町町営住宅条例新旧対照表

　　　 三宅町町営住宅条例 　　　 三宅町町営住宅条例

   （入居者の資格）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   （入居者の資格）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 第６条　（略）  第６条　（略）

 （１）～（６）　（略）  （１）～（６）　（略）

 ２　（略）  ２　（略）

 （１）～（２）　（略）  （１）～（２）　（略）

       者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第３０号）        ６年法律第３０号）第１４条第１項に規定する支援給付

       第１４条第１項に規定する支援給付（中国残留邦人等の        （中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の

　　　 円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する 　　　 自立の支援に関する法律の一部を改正する法律（平成１

       法律の一部を改正する法律（平成１９年法律第１２７号）       ９年法律第１２７号）附則第４条第１項に規定する支援

　　　 附則第４条第１項及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促 　　　 給付を含む。）を受けている者

 　　　進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改

       正する法律（平成２５年法律第１０６号）による改正前

       の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の

       自立の支援に関する法律第１４条第１項に規定する支援

       給付を含む。）を受けている者

 （４）～（５）　（略）  （４）～（５）　（略）

   （住宅入居の手続）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   （住宅入居の手続）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 第１１条　（略）  第１１条　（略）

改正後 現　行



    　 適当と認める保証人の連署する請書を提出すること。こ     　 適当と認める保証人の連署する請書を提出すること。  　　

 ３　町長は、第１項第１号の規定に該当することにより同項の   　 ３　町長は、第１項第１号の規定に該当することにより同項の

 　請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、入居し　　 請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、入居し

　　　 の場合において、保証人は、規則で定める極度額を限度

　　　 として、保証債務の履行をする責任を負う。

 （２）～（６）　（略）　  （２）～（６）　（略）　

   （住宅の明渡請求）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   （住宅の明渡請求）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 第４２条　（略）  第４２条　（略）

 ２　（略）  ２　（略）

　 た日から請求の日までの期間については、近傍同種の住宅の　　　　 た日から請求の日までの期間については、近傍同種の住宅の　　　

　 家賃の額とそれまでに支払を受けた家賃の額との差額に法定 　 家賃の額とそれまでに支払を受けた家賃の額との差額に年５

　 利率による支払期後の利息を付した額の金銭を、請求の日の 　 分の割合による支払期後の利息を付した額の金銭を、請求の

　 翌日から当該町営住宅の明渡しを行う日までの期間について 　 日の翌日から当該町営住宅の明渡しを行う日までの期間につ

　 は、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の２倍に相当する額以 　 いては、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の２倍に相当する

　 下の金銭を徴収することができる。 　 額以下の金銭を徴収することができる。

 ４～９　（略）　　　  ４～９　（略）　　　 

     附　則

   （施行期日）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 １　この条例は、令和２年４月１日から施行する。　　　　　　　　　　　　　　　　

   （経過措置）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 ２　改正後の三宅町町営住宅条例の規定は、この条例の施行の

 　日以後に提出する請書に係る保証人について適用し、同日前

　 に提出した請書に係る保証人については、なお、従前の例に

   よる。


